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「
継
続
的
に
賃
上
げ
を
行
う
医
療
機
関
」
は

よ
り
高
い
ベ
ア
評
価
料

よ
り
高
い
ベ
ア
評
価
料 

を
算
定
可

電
子
的
診
療
情
報
連
携
体
制
整
備
加
算
、

電
子
的
診
療
情
報
連
携
体
制
整
備
加
算
、

届
出
医
療
機
関
は

届
出
医
療
機
関
は

明
細
書
発
行
体
制
加
算
が
算
定
不
可
に

明
細
書
発
行
体
制
加
算
が
算
定
不
可
に

診
療
報
酬
改
定  

告
示
・
通
知
発
出

医
科
歯
科
共
通

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料

未
届
出
で
も「
継
続

的
に
賃
上
げ
を
行
う

医
療
機
関
」
に

　

中
医
協
の
答
申
で
、
外
来
・

在
宅
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料

（
Ⅰ
）、
（
Ⅱ
）
（
歯
科
外
来
・
在

宅
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
含

む
。
以
下
「
ベ
ア
評
価
料
」
）

に
つ
い
て
「
継
続
的
に
賃
上
げ

を
行
う
医
療
機
関
」
は
通
常
の

点
数
よ
り
も
高
い
点
数
が
算
定

で
き
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た

（
保
険
医
新
聞
２
月
２５
日
号
参

照
）
。

　

告
示
・
通
知
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
ら
は
①
２
０
２
６
年
３
月
末

時
点
で
ベ
ア
評
価
料
を
届
け
出

て
い
た
保
険
医
療
機
関
、
②
２６

年
度
の
当
該
評
価
料
算
定
月
時

点
の
基
本
給
等
の
合
計
と
２４
年

３
月
時
点
の
給
与
体
系
に
当
て

　

現
行
の
医
療
Ｄ
Ｘ
推
進
体
制

整
備
加
算
（
以
下
、
医
Ｄ
Ｘ
加

算
）
及
び
医
療
情
報
取
得
加
算

が
廃
止
さ
れ
、
初
診
料
・
再
診

料
・
外
来
診
療
料
に
新
設
さ
れ

た
「
電
子
的
診
療
情
報
連
携
体

制
整
備
加
算
」
の
算
定
要
件
と

施
設
基
準
も
判
明
し
た
。
当
該

点
数
の
届
出
を
行
っ
た
医
療
機

関
で
は
、
再
診
料
の
「
明
細
書

発
行
体
制
等
加
算
」
が
算
定
で

き
な
く
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　

電
子
的
診
療
情
報
連
携
体
制

整
備
加
算
は
、
医
科
点
数
表
に

お
い
て
は
１
～
３
の
３
段
階
が

設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
一
番
高

い
点
数
で
あ
る
「
１
」
を
算
定

す
る
に
は
、
厚
労
省
の
定
め
る

要
件
を
満
た
す
電
子
カ
ル
テ
を

有
し
て
い
る
こ
と
、
電
子
処
方

箋
を
発
行
す
る
体
制
又
は
調
剤

情
報
を
電
子
処
方
箋
管
理
サ
ー

ビ
ス
に
登
録
す
る
体
制
を
有
し

て
い
る
こ
と
に
加
え
、
①
電
子

カ
ル
テ
情
報
共
有
サ
ー
ビ
ス
を

活
用
す
る
体
制
を
持
つ
、
②
地

域
の
複
数
の
医
療
機
関
間
で
検

査
結
果
や
画
像
情
報
等
を
含
む

診
療
情
報
を
共
有
又
は
閲
覧
で

き
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
す

る
体
制
を
持
つ
、
③
診
療
情
報

提
供
料
（
Ⅰ
）
の
検
査
・
画
像

情
報
提
供
加
算
又
は
電
子
的
診

療
情
報
評
価
料
の
届
出
及
び
院

内
掲
示
を
行
っ
て
い
る
―
の
う

ち
①
を
満
た
す
か
、
②
及
び
③

を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。
運
用

の
始
ま
っ
て
い
な
い
①
に
つ
い

て
は
当
面
の
間
基
準
を
満
た
す

も
の
と
み
な
さ
れ
る
が
、
運
用

が
始
ま
っ
た
際
は
速
や
か
に
導

入
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
、
医
Ｄ
Ｘ
加
算
で
は
加

算
の
区
分
ご
と
に
求
め
ら
れ
る

マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
率
の
実

績
が
異
な
っ
て
い
た
が
、
電
子

的
診
療
情
報
連
携
体
制
整
備
加

算
に
お
い
て
は
「
３０
％
以
上
」

に
一
本
化
さ
れ
、
現
行
の
医
Ｄ

Ｘ
加
算
３
・
６
の
要
件
に
揃
え

ら
れ
た
形
だ
。

　

な
お
、
医
Ｄ
Ｘ
加
算
を
届
け

出
て
い
る
医
療
機
関
で
あ
っ
て

も
、
６
月
以
降
に
電
子
的
診
療

情
報
連
携
体
制
整
備
加
算
を
算

定
す
る
に
は
改
め
て
届
出
が
必

要
と
な
る
。

生
活
習
慣
病
管
理
料

療
養
計
画
書
の
患
者

署
名
欄
は
削
除

　

生
活
習
慣
病
管
理
料
（
Ⅰ
）

（
Ⅱ
）
は
療
養
計
画
書
の
様
式
が

見
直
さ
れ
、
初
回
用
と
継
続
用

で
書
式
が
統
合
さ
れ
た
ほ
か
、

患
者
の
署
名
欄
が
削
除
。
算
定

に
あ
た
り
患
者
の
同
意
は
必
要

だ
が
、
署
名
は
不
要
と
な
る
。

　

ま
た
、
現
行
の
外
来
デ
ー
タ

提
出
加
算
（
５０
点
）
が
「
充
実

管
理
加
算
」
に
再
編
さ
れ
る
。

疾
病
ご
と
に
３
段
階
の
点
数
と

な
る
が
、
現
行
の
外
来
デ
ー
タ

提
出
加
算
を
届
け
出
て
い
る
医

療
機
関
は
、
６
月
以
降
は
新
た

に
届
け
出
る
こ
と
な
く
「
充
実

管
理
加
算
３
（
１０
点
）
」
を
算

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

も
要
届
出
。
改
定
に
伴
い
届
出

が
必
要
な
点
数
に
つ
い
て
は
５

月
７
日
か
ら
６
月
１
日
（
必
着
）

ま
で
に
届
出
が
受
理
さ
れ
れ

ば
、
６
月
１
日
か
ら
算
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

業
務
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）

の
策
定
が
義
務
付
け
ら
れ
た
機

能
強
化
加
算
や
、
在
宅
療
養
支

援
診
療
所
は
１
年
間
の
経
過
措

置
が
設
け
ら
れ
た
た
め
、
現
時

点
で
届
出
の
必
要
は
な
い
。

　

こ
の
他
、
点
数
表
の
変
更
点

や
届
出
の
要
否
は
今
後
発
行
の

『
点
数
表
改
定
の
ポ
イ
ン
ト
』

に
掲
載
予
定
の
た
め
、
そ
ち
ら

で
ご
確
認
い
た
だ
き
た
い
。
同

テ
キ
ス
ト
は
４
月
１３
日
の
週
に

は
医
科
会
員
の
手
元
に
届
く
予

定
だ
。

は
め
た
場
合
と
比
較
し
て
５
・

５
％
（
看
護
補
助
者
、
事
務
職

員
は
８
％
）
に
相
当
す
る
水
準

以
上
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
を
行
っ

た
保
険
医
療
機
関
等
（
表
１
）

と
さ
れ
た
。
２５
年
度
ま
で
に
ベ

ア
評
価
料
を
届
け
出
て
い
な
か

っ
た
医
療
機
関
で
あ
っ
て
も
、

②
の
要
件
を
満
た
せ
ば
通
常
よ

り
高
い
点
数
を
算
定
で
き
る
。

　

ま
た
、
新
規
届
出
時
と
毎
年

６
月
に
提
出
を
求
め
ら
れ
て
い

た
「
賃
金
改
善
計
画
書
」
が
今

次
改
定
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
一

入
院
入
院

入
院
料
は
継
続
的
な
賃

入
院
料
は
継
続
的
な
賃

上
げ
が
な
け
れ
ば
減
算

上
げ
が
な
け
れ
ば
減
算

　

入
院
点
数
で
は
継
続
的
に
賃

上
げ
を
行
っ
て
い
な
い
医
療
機

関
に
お
い
て
は
、
入
院
基
本
料

及
び
特
定
入
院
料
を
減
算
す
る

こ
と
と
さ
れ
た
。
以
下
の
①
～

⑤
の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ
な
け

れ
ば
、
入
院
料
ご
と
に
定
め
ら

れ
た
点
数
を
減
算
す
る
。

　

①
２６
年
３
月
３１
日
ま
で
に
入

院
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
（
入

院
ベ
ア
評
価
料
）
を
届
け
出
て

い
る
保
険
医
療
機
関
、
②
２６
年

度
の
当
該
評
価
料
算
定
月
時
点

の
基
本
給
等
の
合
計
と
２４
年
３

月
時
点
の
給
与
体
系
に
当
て
は

め
た
場
合
と
比
較
し
て
５
・
５

％
（
看
護
補
助
者
、
事
務
職
員

は
８
％
）
に
相
当
す
る
水
準
以

方
で
新
た
に
、
当
該
年
度
の
賃

金
改
善
実
施
状
況
を
報
告
す
る

「
賃
金
改
善
中
間
報
告
書
」
を

毎
年
８
月
に
報
告
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
た
。
既
存
の「
賃

金
改
善
実
施
報
告
書
」
と
同
時

期
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

な
お
、
今
次
改
定
よ
り
ベ
ア

評
価
料
は
「
１
日
に
つ
き
」
の

規
定
が
廃
止
さ
れ
た
。
改
定
以

降
は
同
日
再
診
料
や
２
科
目
初

（
再
）
診
料
を
算
定
し
た
場
合

で
も
、
そ
の
都
度
算
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

た
。在

医
総
管
・
施
設
総
管

施
設
基
準
満
た
さ
な

け
れ
ば
「
月
２
回
の

訪
問
」が
算
定
不
可
に

　

既
報
の
通
り
、
在
宅
時
医
学

総
合
管
理
料
及
び
施
設
入
居
時

等
医
学
総
合
管
理
料
（
以
下
、

在
医
総
管
等
）
で
は
「
月
２
回

以
上
訪
問
診
療
を
行
っ
て
い
る

場
合
（
難
病
等
を
除
く
）」
は

施
設
基
準
を
満
た
せ
な
け
れ
ば

算
定
が
で
き
な
く
な
る
。

　

告
示
・
通
知
で
示
さ
れ
た
施

設
基
準
は
、
①
直
近
３
カ
月
に

在
宅
患
者
訪
問
診
療
料
を
月
２

回
以
上
算
定
す
る
患
者
の
延
べ

診
療
月
数
が
３０
月
未
満
で
あ
る

こ
と
、
②
直
近
３
カ
月
に
在
宅

患
者
訪
問
診
療
料
を
月
２
回
以

上
算
定
す
る
患
者
の
延
べ
診
療

月
数
が
３０
月
以
上
で
あ
り
、
表

２
で
示
し
た
計
算
の
結
果
が
２０

％
以
上
で
あ
る
こ
と
。
①
か
②

の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ
な
け
れ

ば
、
当
該
点
数
は
算
定
で
き
な

く
な
る
。
毎
年
２
月
、
５
月
、

８
月
、
１１
月
に
適
否
を
確
認
す

る
必
要
が
あ
る
。

上
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
を
行
っ
た

保
険
医
療
機
関
等
、
③
２６
年
３

月
３１
日
ま
で
に
外
来
・
在
宅
ベ

ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
（
Ⅱ
）を
届

け
出
て
い
る
有
床
診
療
所
、
④

外
来
・
在
宅
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評

価
料
（
Ⅰ
）の
み
を
届
け
出
て
い

る
医
療
機
関
で
、
２６
年
度
の
対

象
職
員
の
基
本
給
等
の
合
計
が

２４
年
度
３
月
時
点
の
給
与
体
系

に
当
て
は
め
た
場
合
と
比
較
し

た
際
に
２
・
３
％
に
相
当
す
る

水
準
以
上
の
ベ
ア
等
を
行
っ
た

有
床
診
療
所
、
⑤
２６
年
６
月
１

日
以
降
に
新
規
開
設
し
た
保
険

医
療
機
関
。

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料

は
改
め
て
届
出
が
必
要

５
月
７
日
か
ら
受
付

　

今
次
改
定
に
お
い
て
新
設
さ

れ
た
電
子
的
診
療
情
報
連
携
体

制
整
備
加
算
等
は
、
６
月
か
ら

の
算
定
に
あ
た
り
届
出
が
必
要

と
な
る
。
施
設
基
準
が
改
め
ら

れ
た
ベ
ア
評
価
料
及
び
入
院
ベ

ア
評
価
料
も
、
改
め
て
届
出
が

必
要
。
継
続
し
て
賃
上
げ
を
行

っ
て
い
る
医
療
機
関
に
該
当
す

る
場
合
も
併
せ
て
届
出
が
必
要

だ
。
在
医
総
管
等
や
、
自
院
に

お
い
て
普
段
か
ら
訪
問
診
療
を

行
う
医
師
が
往
診
す
る
体
制
を

有
し
て
い
る
連
携
強
化
型
の
在

宅
療
養
支
援
診
療
所
に
つ
い
て

　

３
月
５
日
、
厚
生
労
働
省
は
点
数
表
を
告
示
。
同
日
に
留
意
事
項
通

知
及
び
基
本
診
療
料
・
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
に
関
す
る
告
示
・
通

知
が
発
出
さ
れ
、
本
年
６
月
１
日
施
行
の
診
療
報
酬
改
定
の
全
貌
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。以
下
に
影
響
の
大
き
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
紹
介
す
る
。

① 2026年3月31日時点において各種ベースアップ評価料を届け出ていた
医療機関

② 2026年度の対象職員（医師及び歯科医師を除く）の、当該評価料を算定す
る月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を2024年3月時点の給与
体系に当てはめた場合と比較した場合に、5.5％（看護補助者、事務職
員については、8％）に相当する水準以上のベア等を行った医療機関

③ 2027年度の対象職員（医師及び歯科医師を除く）の、当該評価料を算定
する月時点の基本給等を合計し、当該対象職員を2024年3月時点の給
与体系に当てはめた場合と比較した場合に、8.7％（看護補助者、事務職
員については、13.7％）に相当する水準以上のベア等を行った医療機関

〈表1〉「継続的に賃上げを行う医療機関」の定義

医科

〈表2〉 在医総管・施設総管の「月2回以上訪問」に係る施設基準

定
が
可
能
と
な
る
。

電
子
的
歯
科
診
療
情
報

連
携
体
制
整
備
加
算

が
新
設

医
情
・
医
Ｄ
Ｘ
加
算
は

廃
止

　

今
次
改
定
で
、
医
療
情
報
取

得
加
算
（
医
情
）お
よ
び
医
療
Ｄ

Ｘ
推
進
体
制
整
備
加
算
（
医
Ｄ

Ｘ
加
算
）
が
廃
止
さ
れ
る
。そ
れ

に
伴
い
新
設
さ
れ
る
電
子
的
歯

科
診
療
情
報
連
携
体
制
整
備
加

算
１
・
２
の
施
設
基
準
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
同
加
算
２
の
施

設
基
準
は
①
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

を
行
っ
て
い
る
、②
明
細
書
を

無
償
発
行
し
て
い
る
、
③
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
行
う
体
制

を
有
し
て
い
る
、④
同
加
算
を

算
定
す
る
月
の
３
カ
月
前
の
レ

セ
プ
ト
件
数
ベ
ー
ス
マ
イ
ナ
保

険
証
利
用
率
が
３０
％
以
上
で
あ

る
、⑤
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル（
４
面
へ
）

　

既
報
の
通
り
、
今
次
改
定
で

特
に
影
響
が
大
き
い
も
の
と
し

て
は
歯
科
疾
患
管
理
料（
歯
管
）

１
０
０
点
が
９０
点
（
初
診
月
・

再
診
月
と
も
に
）
に
引
き
下
げ

ら
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
管
理
料
は
「
継
続
的
管
理

を
必
要
と
す
る
歯
科
疾
患
を
有

す
る
患
者
」
と
さ
れ
て
お
り
、

継
続
治
療
が
必
要
な
ほ
と
ん
ど

の
患
者
に
算
定
さ
れ
て
い
る
点

数
で
あ
る
た
め
、
点
数
引
き
下

げ
の
影
響
は
甚
大
だ
。
た
だ
し
、

算
定
対
象
が
拡
大
さ
れ
る
。「
有

床
義
歯
に
係
る
治
療
の
み
を
行

う
患
者
（
有
床
義
歯
を
原
因
と

す
る
疾
患
に
係
る
治
療
を
含

む
）」
に
対
し
て
も
歯
管
の
算

歯
管
、
算
定
対
象
拡
大
も

歯
管
、
算
定
対
象
拡
大
も

点
数
は
引
き
下
げ

点
数
は
引
き
下
げ

歯科


